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国 会 議 員 互 助 年 金 制 度 の 概 要

根拠法令………国会議員互助年金法(B召和33年法律第70号)

(国会法第36条「議員は、別に定めるところにより、

退職金を受けることができる。」の規定に基き定める)

施行期 日
………昭和33年5月22日
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①10年以上の在職年を有する者が退職
したとき。

/θ3万円メ控Rメ ' 0 / t , C

O退 職時歳費年額 ×50/150(在職 10年)
・在職年が1年超えるごとに1/150を

カロえる。
・在職年が50年で打ち切り。(90/150

①若年停止 65歳未満全額停止

(経過措置あり)

①高額停止
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010年 以上の在職年を有する者が在職中
死亡したとき。

①普通退職年金受給者が死亡したとき。

○普通退職年金年額×1/2

(非諜税)
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03年 以上10年未満の在職年を有する

者が退職したとき。

○在職期間に係る納付金総額×80/100

(期末手当からの納付金を除く。)

一
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金 族

03年 以上10年末満の在職年を有する

者が在職中死亡したとき。 同 上

(非課税)

納 付 金
○毎月、歳費月額の10/100に相当する額を国庫に総付 (現在 103,000円)

①期末手当の額の5/1,000に相当する額を国庫に納付

費用負担 国 庫



国会議員互助年金在職年数別受給額 (普通退職年金)

在職年数

10年

11年

20年

25年

35年

50年

年 額

4 , 1 2 0 , 0 0 0円

4 , 2 0 2 , 4 0 0円

月 額

3 4 3 , 3 3 3

3 5 0 , 2 0 0

円

　

円
　
期(在職 1年 で 年 82,400円

4 , 9 4 4 , 0 0 0 円 4 1 2 , 0 0 0 円

5 , 3 5 6 , 0 0 0 円 4 4 6 , 3 3 3 円

6 , 1 8 0 , 0 0 0 円 5 1 5 , 0 0 0 円

7 , 4 1 6 , 0 0 0 円 6 1 8 , 0 0 0 円


